
（平成２７年３月４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会千葉地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件



関東千葉厚生年金 事案 5676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社における申立期間の標準賞与額の記録を、平成 15年８月 25日は２万

9,000円、16年２月 25日は 6,000円、同年８月 25日は 7,000円に訂正するこ

とが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年８月 25日 

            ② 平成 16年２月 25日 

            ③ 平成 16年８月 25日 

   元同僚の賞与に関する年金記録を訂正することになった旨の通知が年金

事務所から届き、私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③に

係る標準賞与額の記録が無いことが分かった。 

   当該期間に支給された賞与から、厚生年金保険料が控除されていたので、

標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間に係る給与明細書により、申立人は、申立期

間においてＡ社から賞与を支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の給与明細書により確認

できる賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は２万 9,000

円、申立期間②は 6,000円、申立期間③は 7,000円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明と回答しており、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

  

  



を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 
  



関東千葉厚生年金 事案 5677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社における申立期間の標準賞与額の記録を、平成 15年８月 25日は５万

6,000円、16年２月 25日は 12万 8,000円、同年８月 25日は１万 6,000円に

訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年８月 25日 

           ② 平成 16年２月 25日 

           ③ 平成 16年８月 25日 

  元同僚の賞与に関する年金記録を訂正することになった旨の通知が年金

事務所から届き、私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③に

係る標準賞与額の記録が無いことが分かった。 

  当該期間に支給された賞与から、厚生年金保険料が控除されていたので、

標準賞与額の記録を認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間に係る給与明細書により、申立人は、申立期

間においてＡ社から賞与を支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の給与明細書により確認

できる賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は５万 6,000

円、申立期間②は 12 万 8,000円、申立期間③は１万 6,000円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明と回答しており、これを確認でき



る関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 

 



関東千葉厚生年金 事案 5678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社が承継）における

資格取得日に係る記録を平成３年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 22万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月 21日から同年９月１日まで 

 私は、Ｃ社から同一グループ内のＡ社へ移籍したが、申立期間も派遣先事

業所で継続勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社Ｄ営業所発行の雇入通知書及び派遣先事業所の

作業日報により、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたことが確

認できる。 

 また、申立人から提出された給与明細書により、申立人は、申立期間にお

いて厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年

９月のオンライン記録から、22万円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、Ｂ社へ照会したが、回答が得られず、このほかに

確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関係資料及び周辺事情は見当

たらないことから、行ったとは認められない。 

  

  

  



関東千葉厚生年金 事案 5679（事案 3062の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険第３種被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月１日から 49年 10月１日まで 

 私は、昭和 43 年３月にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ出張所Ｄ作業所（以下

「Ｄ作業所」という。）のＥ係に配属され、半年ほどＦ職で見習後、同年

10 月からＧ職勤務となったが、私の厚生年金保険被保険者記録では、49 年

10月から第３種被保険者（Ｇ職員）となっている。 

 今回、私が申立期間にＧ職員としてＧ職作業に従事したことについて、

Ｄ作業所に勤務していた元同僚６人が証明した書面及び当該元同僚のうち

の一人が所持していたＤ作業所の職員名簿を提出するので、再度調査の上、

申立期間の厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｂ社は、申立期間当時の厚生年金

保険第１種及び第３種被保険者に係る取扱いについて、「専らＧ職作業に携

わる者については、第３種被保険者、Ｇ職作業もあるが、Ｆ職での作業が主

であった者については、第１種被保険者としていた。当時の資料は保存され

ていないが、申立人についても、この考え方に基づき届出をしていたはずで

ある。」と回答していること、ⅱ）申立人が氏名を挙げたＡ社Ｃ出張所でＧ

職員としての厚生年金保険被保険者期間を有する複数の元同僚の被保険者記

録をみると、第１種と第３種被保険者の資格が混在している者がいることか

ら、同社では、上記の考え方に基づく取扱いをしていたことがうかがわれる

こと、ⅲ）同社同出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人は、昭和 43 年３月５日から 45 年４月１日までの間は、第１種被保険

者であることが確認できるところ、同社Ｈ支店（その後同社Ｉ支店に名称変

更）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は勤務途中

の 49 年 10 月１日に第１種被保険者から第３種被保険者に変わっており、同



社は、勤務の実態に合わせて種別変更の手続を行っていたことが推認できる

ことなどを理由として、既に年金記録確認千葉地方第三者委員会（当時）の

決定に基づき、平成 23 年４月４日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

   今回の申立てに当たり、申立人は、新たな資料として元同僚６人が申立人

の申立期間におけるＧ職勤務を証明した書面及び申立人が実際に勤務してい

たとするＤ作業所の職員名簿を提出しており、当該職員名簿における各職員

の厚生年金保険被保険者記録を調査したところ、申立期間に厚生年金保険被

保険者となっている者は申立人を含めて 24 人おり、そのうち 21 人が厚生年

金保険第３種被保険者であったことが確認できることから、Ｄ作業所に勤務

する者の多くは第３種被保険者であったもの考えられる。 

   これらのことから判断すると、申立人が申立期間においてＧ職作業に従事

していたことは推認できるものの、上記の元同僚が証明した書面においては、

申立人が申立期間において第３種被保険者として厚生年金保険料を控除され

ていたことをうかがわせる記述は無い上、上記の元同僚６人のうち、３人に

確認したが、申立人が申立期間においてＧ職作業に従事していたことのほか

に、厚生年金保険料の控除について具体的な供述等を得ることはできない。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ｄ作業所におい

て申立人と同年代の第３種被保険者が見当たらず、申立人が第３種被保険者

に相当する標準報酬月額であったか否か比較検討することは困難であるもの

の、Ａ社Ｃ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の標準報酬月額の推移を見たところ、定時決定による変動のほか、申立人

がＧ職作業に従事したことによる報酬月額の変動などはうかがえないことか

ら、申立人が申立期間において第３種被保険者としての厚生年金保険料が控

除されていたことを確認することができない。 

   さらに、上記のＡ社Ｃ出張所及び同社Ｈ支店に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿によると、申立人は、申立期間である昭和 45 年４月１日に同社

同出張所において厚生年金保険第１種被保険者資格を喪失した後、同日に同

社Ｈ支店においても引き続き第１種被保険者資格を取得しているところ、当

該被保険者名簿の記載内容に不自然な点は見当たらない上、当初の申立てに

おいて、Ｂ社は、申立期間当時の厚生年金保険第１種及び第３種被保険者に

係る取扱いについて上記のとおり回答していることを踏まえると、各事業主

は、申立人の申立期間における被保険者種別を第１種被保険者として届け出

ていたものと考えられる。 

   このほかに、年金記録確認千葉地方第三者委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険第３種被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 



関東千葉厚生年金 事案 5680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月 29日から８年９月 25日まで 

 私は、昭和 56 年５月頃から平成８年９月頃までＡ社（現在は、Ｂ社が承

継）に勤務し、厚生年金保険に加入していたが、同社における被保険者資

格喪失日が６年７月 29 日となっており、勤務期間と厚生年金保険の被保険

者期間が相違している。申立期間において給与から厚生年金保険料が控除

されていたはずであるので、調査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂

正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 56 年５月頃から平成８年９月頃までＡ社に勤務し、申立

期間において給料から厚生年金保険料が控除されていた。」と主張している。 

 しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 10 年１月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、元代表者及びその妻に照会したが

回答を得ることはできない上、Ｂ社は、「前事業主から何も聞いておらず、

書類等も残っていない。」と回答していることから、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 また、申立人は、元同僚の氏名を挙げているが、いずれも姓のみしか記憶

しておらず個人を特定することができない上、Ａ社において厚生年金保険の

被保険者と確認できた一人は既に死亡しているため、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険の加入状況について聞き取り調査を行うことができない。 

 さらに、Ａ社に係る閉鎖事項全部証明書によると、同社は、平成７年８月

19 日にＣ社に商号を変更しているところ、同社の事業所名称における申立人

に係る雇用保険の被保険者記録が確認できるものの、当該雇用保険の離職日

は、６年７月 28 日となっており、当該記録は、Ａ社に係る申立人の厚生年金

  

  

  



保険被保険者記録と符合している。 

  このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 




